
（１）育児休業の取得を促すため、パンフレットや小冊子の作成と

周知を行った。また、育児休業開始３日間は有給扱いとする

規程改正を行った。

（２）平成27年４月、「ファミリーサポート休暇」、「誕生日休

暇」をパート職員も取得できるよう規程改正を行った。

（３）「誕生日休暇」は、取得しやすいよう誕生日の１か月前から

誕生日の１か月後までの２か月間で取得できるように規程改

正を行った。
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次世代育成支援対策推進法に基づく認定

「 く る み ん 認 定 」 企 業

理事長 樋口 郁雄 様（左）、森戸労働局長（右）


